
■新型コロナウイルス感染症への対応方針等について（第２１報 R３.４.２８現在） 

 

≪４月２９日以降（当面５月１１日まで）の白川町の対応方針について≫ 

※今後の感染状況によって期間の延長や内容の変更等を行う場合があります。 

 

 

 全国各地で新型コロナウイルスの感染が拡大しており、令和３年４月２５日から５月１

１日までの１７日間を期間として、東京都、京都府、大阪府及び兵庫県に３回目となる緊

急事態宣言が発令されました。また、一部の都府県においては、引き続き「まん延防止等

重点措置」が講じられています。 

岐阜県では、新規感染者が増加傾向にあり、また、感染のスピードが早く、感染力の強

い変異株への置き換わりが急速に進みつつあります。今後、人の流れが活発化する大型連

休を迎え、感染の急拡大が懸念されることから、４月２３日付けで、県独自の「非常事態

宣言」を発出しました。 

これを受けて、町では今後の対応方針について協議し、下記のとおり取り扱うこととし

ましたのでお知らせします。 

新型コロナウイルスは、人と人との接触が増せば増すだけ、感染拡大を引き起こす、非

常に厄介な感染症です。そのため、県内外からの帰省やレジャーなど、人の流れが活発化

し、またイベント等で「密」になる機会が増える大型連休における対策が極めて重要とな

ります。 

長引く自粛生活でお疲れのことと思いますが、ここで気を緩めることが無いよう個々で

できる感染予防対策に引き続きご協力をお願いします。 

 

 

〇町内小中学校について  

これまでも教育委員会から学校を通じて各家庭へ感染防止対策の徹底をお願いしてき

ています。引き続き対策の徹底をお願いします。 

中学校の部活動は、県内での活動に限ることとし、該当地域の新型コロナウイルスの

感染状況を考慮して実施するものとします。 

ただし、県内においても、まん延防止等重点措置実施対象市町村との往来は行わない

こととします（現在県が国へ要請中であり、現時点では対象地域は未定です。）。 

 

〇町民会館・その他施設の対応について  

 ◎町民会館・各地区ふれあいセンター・福祉センター・林業センター 

町民会館・各地区ふれあいセンター・福祉センター・林業センター等の利用は、町内のサ

ークル活動や各種団体の会議等に限ります。 



施設の利用時間は午後８時までとします。 

 体温チェック、マスク着用、手洗い、手指消毒等を徹底してください。 

  ３密状態（密閉空間・密集場所・密接場面）を回避するため、内容によっては施設の

利用を制限する場合があります。 

 

 ◎楽集館   

開館時間は通常どおり（平日は午前９時から午後７時まで、土日祝日は午前９時から

午後６時まで）ですが、滞在時間は６０分以内とし本の貸出・返却のみの利用とします。    

換気・体温チェック・マスク着用・手指消毒等を徹底し感染予防に努めます。 

会議室・企画展示室・常設展示室の利用は停止します。 

詳しいことは直接楽集館へお問い合わせください。（℡74-1022） 

 

〇子どものスポーツ活動について 

健康観察、手洗い、手指消毒、必要に応じたマスクの着用、使用後の施設の消毒清掃、

ゴミの持ち帰り等を徹底して活動してください。 

なお、県内での活動に限ることとし、該当地域の新型コロナウイルスの感染状況を考慮

して実施してください。 

ただし、県内においても、まん延防止等重点措置実施対象市町村との往来は行わないこ

ととします（現在県が国へ要請中であり、現時点では対象地域は未定です。）。 

活動時間は午後８時までとします。 

３密状態を回避するため、人と人との距離を確保することが大切です。一度に大人数が

集まって密集・密接することのないよう配慮をお願いします。 

 

〇大人のスポーツ活動について 

体温チェック、手洗い、手指消毒、必要に応じたマスクの着用、使用後の施設の消毒

清掃、ゴミの持ち帰り等を徹底してください。 

３密状態を回避するため、人と人との距離を確保することが大切です。一度に大人数

が集まって密集・密接することのないよう配慮をお願いします。 

社会体育施設及び学校開放施設は、町内者の利用に限ります。 

施設の利用時間は午後８時までとします。 

 

 

 



〇子育て支援センターの対応について 

人数を制限して開所しています。 

町内の方のみの利用とし、電話予約が必要です。 

 

○町の会議の持ち方、イベント開催についての考え方 

  これまでどおり必要な会議については、感染防止策を講じた上で開催する方針です。 

参加人数、開催時間、状況によっては書面議決等についてその都度検討することとしま

す。 

※町以外の団体等が主催するイベント・会議等についても、開催の必要性を十分検討 

の上、開催される場合は、感染予防対策を徹底してくださいますようお願いいたしま

す。（※連休中の行事、イベントの開催については十分ご注意ください。） 

 

現在急増している変異株についても同じ対策で感染予防が可能です。 

・飛沫感染対策：マスク着用（「口が災いの元」。しっかりブロック） 

・接触感染対策：手洗い（頻繁・丁寧に） 

・人との距離確保：〔フィジカル・ディスタンス（物理的距離）〕 

・三密（密閉・密集・密接）の場の徹底回避を。 

・体調の異変（発熱など風邪症状、味覚・嗅覚障害 、息苦しさなど）を感じたら全

ての行動（出勤、通学、会合など）をストップ。 

これらのいずれかが守られていない場合に感染するといわれています 。町民の皆さま

には、基本的な感染防止対策を徹底し、連休中の感染リスクの高い行事（宴会、飲食を

伴うイベント、家族の方以外とのバーベキューなど）については自粛をお願いします。 

 


